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研究成果の概要： 

本研究では、モンゴル国における土地法制をめぐる諸問題を法社会学的な観点から研究する

ことにより、モンゴル国の土地をめぐる紛争と環境破壊の防止に貢献することを目指した。日

本国内で研究会・シンポジウムを開催するとともに、都市・牧地・定着過程にある牧地・農地・

鉱山の 5 つの研究班による現地調査を実施し、その調査結果をモンゴル国で開催した研究成果

報告会で報告した。この調査結果は高く評価され、モンゴル鉱物資源法改正のための参考資料

としてモンゴル国会にも提出された。 

 
 

交付額 

                               （金額単位：円） 

 直接経費 間接経費 合 計 

２００５年度 6,100,000  1,830,000  7,930,000  

２００６年度 8,400,000  2,520,000  10,920,000  

２００７年度 8,100,000  2,430,000  10,530,000  

２００８年度 5,700,000  1,710,000  7,410,000  

    

総 計 28,300,000  8,490,000  36,790,000  

 

 

研究分野：社会科学 

科研費の分科・細目：法学・基礎法学 

キーワード：基礎法学、法社会学、法意識調査、体制移行、土地法、国際研究者交流 

 
１．研究開始当初の背景 
(1)モンゴル国では1990年の民主化以後、政治
的民主化と市場経済化をめざす改革が開始さ
れ、2002年には土地私有化法が採択された。 

 

(2)モンゴル国は遊牧を基幹産業とする世界
でも数尐ない国であり、そこに土地の私的所
有権制度を導入するということは、遊牧文明
を転換するということを意味するが、土地私
有化の是非やその方法に関して十分に議論を
することなく、アジア開発銀行等の国際金融

機関の強力な後押しを受けて当時の与党が当
該法案を強行採決したために、土地私有化反
対運動が起こり、これが2004年の国会選挙に
おける政権交替の一因となった。 

 

(3) モンゴル国では、土地私有化法の制定に
あたり、土地私有化の方法と範囲、私有化し
た場合に予想される経済や環境への影響な
どが十分に議論されないまま、土地私有化が
進められていった。こうした状況で、モンゴ
ルの法学者たちの間では、法社会学的手法に
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よる土地法研究の必要性が認識され始めた。 

 

(4)モンゴル国立大学法学部から名古屋大学
大学院法学研究科に対して、土地法制に関す
る共同研究が提案され、名古屋大学は科学研
究費に申請することとした。 

 

 

２．研究の目的 
(1)本研究は、モンゴル国における土地法制、
とりわけ土地私有化をめぐる諸問題を法社
会学的な観点から研究し、モンゴル国におけ
る土地をめぐる紛争と環境破壊の防止に貢
献することを目的とした。 

 

(2)本研究では、具体的には以下を明らかにす
ることを目指した。 

 

①モンゴル国の土地法制の現状と問題点 

②土地私有化の進捗状況 

③都市と地方における土地紛争の実態 

④現地における土地利用の慣行 

 

(3)日本人研究者とモンゴル人研究者が共同
で調査・研究し、その研究結果を踏まえてモ
ンゴルの法学者が土地法制の改革案を提言
することが最終目標とされた。 
 
 
３．研究の方法 
 本研究は、以下のような研究方法により行
われた。 
 
(1) モンゴル国における土地法制をめぐる論
点を明らかにするために、日本国内で研究会
を定期的に開催すると共に、他の体制移行国
の土地法制との比較のために国際シンポジ
ウム「モンゴル遊牧社会と土地所有～体制移
行国における土地私有化の比較研究」（2005

年 9 月 17・18 日）を開催した。 

 
(2)①都市班、②農地班、③牧地班、④定着過
程にある牧地班、⑤鉱山班、の５つの研究班
を設置し、それぞれにモンゴルで研究会・ワ
ークショップを開催するとともに、モンゴル
人研究者と共同現地調査を行った。 
 
(3) 最終年度に研究成果報告会をモンゴル国
立法律センターで開催し（2008 年 9 月）、研
究成果を報告するとともに、その分析内容や
今後必要な土地政策についてモンゴルの法
学研究者・実務家と議論した。 
 
 
４．研究成果 
本研究により、モンゴル国における土地法

制をめぐる諸問題を法社会学的な観点から

以下の点を明らかにすることができた。 

 

(1)都市においては、土地私有化が進展するに
従い、土地の売買や登記をめぐる紛争が増加
しており、今後は行政裁判所の役割が重要な
ものになること、担保法などの経済法と土地
法制を調整する必要があること、が明らかに
なった。 

 

(2)牧地・定着過程にある牧地においては、土
地私有化が認められていないために保有権
が商品化しつつあるが、さらに広範な牧地の
保有権を認める牧地法の草案が国会に提出
されるなど、牧地の保有権は政治問題化しつ
つある。しかし、広範な牧地に保有権を認め
ることは移動牧畜の移動性を失わせること
につながるので、牧地の荒廃を招く危険性が
高いことが明らかになった。 

 

(3)農地においては、国営農場の解体後にさま
ざまな形態の農業経営が現れたが、現在まで
に①外部資本による大規模農場、②旧国営農
場の労働者が設立した中規模の農場、③家族
経営による小規模農家、のほぼ３つの形態に
集約されたことが明らかになった。このうち、
経営的に成功しており、かつ環境に与える負
荷も尐ないのが②であり、②のような経営形
態を支援するような農業・土地政策が必要と
されていることを指摘した。 

 

(4)鉱山においては、外国資本による鉱山開発
が活発になっているが、鉱物資源法の不備か
ら牧民との紛争、環境破壊、住民の健康被害
を招いていることが明らかになった。そこで、
鉱物資源法の問題と改正が必要とされてい
ることを指摘した。 

 

この調査結果をモンゴル国立法律センタ
ーで開催した研究成果報告会（2008 年 9 月
10・11 日）で報告し、分析結果や今後のある
べき土地政策について、モンゴルの法学研究
者・実務家とともに討論した。 

この研究成果はモンゴルの法学研究者・実
務家たちに高く評価され、今後の土地政策を
検討するための学術的資料としてモンゴル
の関係機関・関係者に配布されることとなっ
た。その結果、この研究成果報告は、モンゴ
ル鉱物資源法を改正するための議員立法の
参考資料として利用された（2009 年 5 月 20

日現在、国会で審議中）。 

このように、本研究により、①モンゴル土
地法制に関する学術的調査の成果報告、②法
改正のための学術的資料の提供、③共同研究
による双方の若手研究者の育成、という 3 点
の成果につながったと総括することができ
るものと考えている。 
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